
 
 

 
 

 
 

1頁 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

 
 

 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
第
一
表
及
び
第
二
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ

。
）

を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又

は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定

」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別 紙 ２  



 

2頁 

 

第
一
表 

  
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
試
験
科
目
） 

（
試
験
科
目
） 

第
九
条 

試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
者
証
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目

に
つ
い
て
行
う
。 

一 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資
格
者
証 

［
イ 

略
］ 

［
削
る
］ 

 

ロ 

伝
送
交
換
設
備
及
び
設
備
管
理 

伝
送
交
換
設
備
の
概
要
並
び
に
当
該
設
備
の
設
備
管
理
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

管
理 

ハ 

［
略
］ 

二 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者
証 

［
イ 

略
］ 

［
削
る
］ 

 

ロ 

［
略
］ 

ハ 

［
略
］ 

第
九
条 

国
家
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
者
証
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
試
験

科
目
に
つ
い
て
行
う
。 

一 

［
同
上
］ 

［
イ 

同
上
］ 

ロ 

専
門
的
能
力 

伝
送
、
無
線
、
交
換
、
デ
ー
タ
通
信
及
び
通
信
電
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
分
野
に
関
す
る
専
門
的
能
力 

ハ 

［
同
上
］ 

伝
送
交
換
設
備
の
概
要
並
び
に
当
該
設
備
の
設
備
管
理
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理 

 

ニ 

［
同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 

［
イ 

同
上
］ 

ロ 

専
門
的
能
力 

通
信
線
路
、
通
信
土
木
及
び
水
底
線
路
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
分
野
に
関
す
る
専
門
的
能
力 

ハ 

［
同
上
］ 

ニ 

［
同
上
］ 

（
試
験
員
の
要
件
） 

（
試
験
員
の
要
件
） 

第
四
十
七
条 

法
第
七
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。 

［
一 

略
］ 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又

は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
通
信
工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
も
の 

三 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
通
信
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す

る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者 

四 

総
務
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者 

第
四
十
七
条 

［
同
上
］ 

 

［
一 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

   

［
新
設
］ 

 

二 

総
務
大
臣
が
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者 



 

3頁 

別
表

第
二

号
（

第
1
0条

関
係

）
 

別
表

第
二

号
（

第
1
0条

関
係

）
 

免
 

除
 

す
 

る
 

試
 

験
 

科
 

目
 

科
目

合
格
し

て
い

る
試

験
科

目
 

伝
送
交

換
主

任
技

術
者

資
格

者
証
に

係
る

も
の

 

線
路

主
任

技
術

者
資

格
者

証

に
係

る
も

の
 

電気通信シス

テム 

伝送交換設備

及び設備管理 

法規 

電気通信シス

テム 

線路設備及び

設備管理 

法規 

係るもの 

術者資格者証に 

伝送交換主任技 

電
気

通
信
シ

ス
テ

ム
 

〇
 

 
 

〇
 

 
 

伝
送

交
換
設

備
及

び
設

備
管

理
 

 
〇

 
 

 
 

 

法
規

 
 

 
〇

 
 

 
○

 

もの 

資格者証に係る 

線路主任技術者 

電
気

通
信
シ

ス
テ

ム
 

〇
 

 
 

〇
 

 
 

線
路

設
備
及

び
設

備
管

理
 

 
 

 
 

〇
 

 

法
規

 
 

 
〇

 
 

 
〇

 
 

免
 

除
 

す
 

る
 

試
 

験
 

科
 

目
 

    科
目

合
格
し

て
い

る
試

験
科

目
 

伝
送

交
換

主
任

技
術

者
資

格
者
証

に
係

る
も

の
 

線
路

主
任

技
術

者
資

格
者

証

に
係
る

も
の
 

電気通信システム 

専門的能力 

伝送交換設備及び設備管理 

法規 

電気通信システム 

専門的能力 

線路設備及び設備管理 

法規 

係るもの 

術者資格者証に 

伝送交換主任技 

電
気

通
信
シ

ス
テ

ム
 

〇
 

 
 

 
〇
 

 
 

 

専
門

的
能

力
 

 
〇
 

 
 

 
 

 
 

伝
送

交
換
設

備
及

び
設

備
管

理
 

 
 

〇
 

 
 

 
 

 

法
規
 

 
 

 
〇
 

 
 

 
○
 

もの 

資格者証に係る 

線路主任技術者 

電
気

通
信
シ

ス
テ

ム
 

〇
 

 
 

 
〇
 

 
 

 

専
門

的
能

力
 

 
 

 
 

 
〇
 

 
 

線
路

設
備
及

び
設

備
管

理
 

 
 

 
 

 
 

〇
 

 

法
規
 

 
 

 
〇
 

 
 

 
〇
 

 

 
［

注
 

略
］

 
［

注
 

同
左

］
 

別
表
第
三
号
（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

別
表
第
三
号
（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

区 
 

 
 

分 

受
験
者
が
現
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
の
種
類 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資

格
者
証 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者

証 

受

験

す

る

試

験

の
種
別 

［
略
］ 

 

○ 

［
略
］ 

○ 
 

免

除

す

る

試

験

科
目 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

○ 

○ 

［
略
］ 

 
 

［
略
］ 

 
 

［
略
］ 

○ 

○ 
 

区 
 

 
 

分 

受
験
者
が
現
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
の
種
類 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資

格
者
証 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者

証 

受

験

す

る

試

験

の
種
別 

［
同
上
］ 

 

○ 

［
同
上
］ 

○ 
 

免

除

す

る

試

験

科
目 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

○ 

○ 

専
門
的
能
力 

 
 

［
同
上
］ 

 
 

［
同
上
］ 

 
 

［
同
上
］ 

○ 

○ 
 

［
注 

略
］ 

［
注 

同
上
］ 



 

4頁 

別
表
第
四
号
（
第
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

別
表
第
四
号
（
第
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

区 
 

 
 

分 

受
験
者
が
現
に
有
す
る
資
格 

工
事
担
任
者
資
格 

無
線
従
事
者
資
格 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通

信
、
第
一
級
デ
ジ
タ

ル
通
信
及
び
総
合
通

信
（
注
１
） 

第
一
級
総
合
無
線
通

信
士
、
第
一
級
海
上

無
線
通
信
士
、
第
一

級
陸
上
無
線
技
術
士

及
び
第
二
級
陸
上
無

線
技
術
士 

受
験
す
る

試
験
の
種

別 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資

格
者
証
に
係
る
も
の 

○ 
 

○ 
 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者

証
に
係
る
も
の 

 

○ 
 

○ 

免
除
す
る

試
験
科
目 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

○ 

○ 

○ 

○ 

伝
送
交
換
設
備
及
び
設
備

管
理 

 
 

 
 

線
路
設
備
及
び
設
備
管
理 

 
 

 
 

法
規 

 
 

 
 

 

区 
 

 
 

分 

受
験
者
が
現
に
有
す
る
資
格 

工
事
担
任
者
資

格 

無
線
従
事
者
資
格 

Ａ
Ｉ
第
一
種
、

Ａ
Ｉ
第
二
種
、

Ｄ
Ｄ
第
一
種
、

Ｄ
Ｄ
第
二
種
及

び
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ

総
合
種
（
注
１

） 

第
一
級
陸
上
無

線
技
術
士 

第
一
級
総
合
無

線
通
信
士
、
第

一
級
海
上
無
線

通
信
士
及
び
第

二
級
陸
上
無
線

技
術
士 

受
験
す
る

試
験
の
種

別 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資

格
者
証
に
係
る
も
の 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者

証
に
係
る
も
の 

 

○ 
 

○ 
 

○ 

免
除
す
る

試
験
科
目 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

専
門
的
能
力 

 
 

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
及
び
設
備

管
理 

 
 

 
 

 
 

線
路
設
備
及
び
設
備
管
理 

 
 

 
 

 
 

法
規 

 
 

 
 

 
 

 

注
１ 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和 

 

年
総
務
省
令
第 

 
 

号
）
附

則
第
三
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
Ａ
Ｉ
第
一
種
、
Ａ
Ｉ
第

二
種
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
、
Ｄ
Ｄ
第
二
種
、
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
、
ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
、
ア
ナ
ロ
グ
第
二
種
、

デ
ジ
タ
ル
第
一
種
、
デ
ジ
タ
ル
第
二
種
及
び
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
総
合
種
を
含
む
。 

［
２ 

略
］ 

注
１ 

工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
七
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
、
ア
ナ
ロ
グ
第
二
種

、
デ
ジ
タ
ル
第
一
種
、
デ
ジ
タ
ル
第
二
種
及
び
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
総
合
種
を
含
む
。 

 

［
２ 

同
上
］ 

別
表
第
五
号
（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

別
表
第
五
号
（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

区
分 

受
験
者
の
経
歴 

免
除
す
る
試
験
科
目 

受
験
者
が

現
に
交
付

を
受
け
て

い
る
資
格

者
証
の
種

類 

   

受
験
す 

る
試
験 

の
種
別 

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た

後
、
電
気
通
信
事
業
者
の
事

業
用
電
気
通
信
設
備
の
工
事

、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る

実
務
経
験
年
数 

電
気
通

信
シ
ス

テ
ム 

伝

送

交

換

設

備

及

び

設

備
管
理 

線

路

設

備

及

び

設

備

管

理 

法

規 

伝
送
交
換

主
任
技
術

者
資
格
者

証 

線
路
主
任

技
術
者
資

格
者
証
に

係
る
も
の 

線
路
設
備
に
四
年
以
上
（
指

導
監
督
的
実
務
経
験
一
年
以

上
を
含
む
。
） 

◎ 
 

○ 

◎ 

線
路
主
任

技
術
者
資

格
者
証 

伝
送
交
換

主
任
技
術

者
資
格
者

証
に
係
る

も
の 

伝
送
交
換
設
備
に
四
年
以
上

（
指
導
監
督
的
実
務
経
験
一

年
以
上
を
含
む
。
） 

◎ 

○ 
 

◎ 

 

 

区
分 

受
験
者
の
経
歴 

免
除
す
る
試
験
科
目 

受
験
者
が

現
に
交
付

を
受
け
て

い
る
資
格

者
証
の
種

類 

   

受
験
す 

る
試
験 

の
種
別 

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た

後
、
電
気
通
信
事
業
者
の
事

業
用
電
気
通
信
設
備
の
工
事

、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る

実
務
経
験
年
数 

電
気
通

信
シ
ス

テ
ム 

専

門

的

能
力 

伝

送

交

換

設

備

及

び

設

備
管
理 

線

路

設

備

及

び

設

備

管

理 

法

規 

伝
送
交
換

主
任
技
術

者
資
格
者

証 

線
路
主
任

技
術
者
資

格
者
証
に

係
る
も
の 

線
路
設
備
に
二
年
以
上 

◎ 

○ 
 

 

◎ 

線
路
設
備
に
四
年
以
上
（
指

導
監
督
的
実
務
経
験
一
年
以

上
を
含
む
。
） 

◎ 

○ 
 

○ 

◎ 

線
路
主
任

技
術
者
資

格
者
証 

伝
送
交
換

主
任
技
術

者
資
格
者

証
に
係
る

も
の 

伝
送
交
換
設
備
に
二
年
以
上 

◎ 

○ 
 

 

◎ 

伝
送
交
換
設
備
に
四
年
以
上

（
指
導
監
督
的
実
務
経
験
一

年
以
上
を
含
む
。
） 

◎ 

○ 

○ 
 

◎ 

 



 

5頁 

［
注
一
・
二 

略
］ 

［
注
一
・
二 

同
上
］ 

別
表
第
六
号
（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
） 

別
表
第
六
号
（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
） 

区
分 

   

受
験
す 

る
試
験 

の
種
別 

受
験
者
の
経
歴 

免
除
す
る
試
験
科
目 

学
歴 

電
気
通
信
事
業
者

の
事
業
用
電
気
通

信
設
備
の
工
事
、

維
持
又
は
運
用
に

関
す
る
卒
業
後
の

実
務
経
験
年
数 

電
気
通

信
シ
ス

テ
ム 

伝

送

交

換

設

備

及

び

設

備
管
理 

線

路

設

備

及

び

設

備

管

理 

法

規 

伝
送
交

換

主
任
技

術

者
資
格

者

証
に
係

る

も
の 

学
校
教
育
法
若

し
く
は
旧
大
学

令
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を

除
く
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上

と
認
め
ら
れ
る

教
育
施
設
に
お

い
て
電
気
通
信

工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て

卒
業
し
た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
一
年
以
上 

  

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
五
年
以
上

（
指
導
監
督
的
実

務
経
験
一
年
以
上

を
含
む
。
） 
○ 

○ 
 

 

学
校
教
育
法
に

よ
る
短
期
大
学

（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
を
含

む
。
）
若
し
く

は
高
等
専
門
学

校
、
旧
専
門
学

校
令
に
よ
る
専

門
学
校
又
は
こ

れ
ら
と
同
等
以

上
と
認
め
ら
れ

る
教
育
施
設
に

お
い
て
電
気
通

信
工
学
に
関
す

る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者

（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
に
あ

つ
て
は
、
修
了

し
た
者
） 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
二
年
以
上 

  

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
八
年
以
上

（
指
導
監
督
的
実

務
経
験
一
年
以
上

を
含
む
。
） 

○ 

○ 
 

 

区
分 

   

受
験
す 

る
試
験 

の
種
別 

受
験
者
の
経
歴 

免
除
す
る
試
験
科
目 

学
歴 

電
気
通
信
事
業
者

の
事
業
用
電
気
通

信
設
備
の
工
事
、

維
持
又
は
運
用
に

関
す
る
卒
業
後
の

実
務
経
験
年
数 

電
気
通

信
シ
ス

テ
ム 

専

門

的

能
力 

伝

送

交

換

設

備

及

び

設

備
管
理 

線

路

設

備

及

び

設

備

管

理 

法

規 

伝
送
交

換

主
任
技

術

者
資
格

者

証
に
係

る

も
の 

学
校
教
育
法
若

し
く
は
旧
大
学

令
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を

除
く
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上

と
認
め
ら
れ
る

教
育
施
設
に
お

い
て
電
気
通
信

工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て

卒
業
し
た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
一
年
以
上 

○ 
 

 
 

 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
三
年
以
上 

○ 

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
五
年
以
上

（
指
導
監
督
的
実

務
経
験
一
年
以
上

を
含
む
。
） 

○ 

○ 

○ 
 

 

学
校
教
育
法
に

よ
る
短
期
大
学

（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
を
含

む
。
）
若
し
く

は
高
等
専
門
学

校
、
旧
専
門
学

校
令
に
よ
る
専

門
学
校
又
は
こ

れ
ら
と
同
等
以

上
と
認
め
ら
れ

る
教
育
施
設
に

お
い
て
電
気
通

信
工
学
に
関
す

る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者

（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
に
あ

つ
て
は
、
修
了

し
た
者
） 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
二
年
以
上 

○ 
 

 
 

 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
五
年
以
上 

○ 

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
八
年
以
上

（
指
導
監
督
的
実

務
経
験
一
年
以
上

を
含
む
。
） 

○ 

○ 

○ 
 

 



 

6頁 

 
 

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
、
旧

中
等
学
校
令
に

よ
る
中
等
学
校

又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
教
育

施
設
を
卒
業
し

た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
四
年
以
上 

  

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
十
六
年
以

上
（
指
導
監
督
的

実
務
経
験
一
年
以

上
を
含
む
。
） 

○ 

○ 
 

 

線
路
主

任

技
術
者

資

格
者
証

に

係
る
も
の 

学
校
教
育
法
若

し
く
は
旧
大
学

令
に
よ
る
大
学

又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
と
認
め

ら
れ
る
教
育
施

設
に
お
い
て
電

気
通
信
工
学
（

土
木
工
学
を
含

む
。
）
に
関
す

る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
一
年
（
土

木
工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
は
二
年

）
以
上 

      

○ 
 

 
 

線
路
設
備
に
卒
業

後
五
年
（
土
木
工

学
に
関
す
る
学
科

を
修
め
て
卒
業
し

た
者
は
七
年
）
以

上
（
指
導
監
督
的

実
務
経
験
一
年
以

上
を
含
む
。
） 

○ 
 

○ 
 

 

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
、
旧

中
等
学
校
令
に

よ
る
中
等
学
校

又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
教
育

施
設
を
卒
業
し

た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
四
年
以
上 

○ 
 

 
 

 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
十
年
以
上 

○ 

○ 
 

 
 

伝
送
交
換
設
備
に

卒
業
後
十
六
年
以

上
（
指
導
監
督
的

実
務
経
験
一
年
以

上
を
含
む
。
） 

○ 

○ 

○ 
 

 

線
路
主

任

技
術
者

資

格
者
証

に

係
る
も
の 

学
校
教
育
法
若

し
く
は
旧
大
学

令
に
よ
る
大
学

又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
と
認
め

ら
れ
る
教
育
施

設
に
お
い
て
電

気
通
信
工
学
（

土
木
工
学
を
含

む
。
）
に
関
す

る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
一
年
（
土

木
工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
は
二
年

）
以
上 

○ 
 

 
 

 

線
路
設
備
に
卒
業

後
三
年
（
土
木
工

学
に
関
す
る
学
科

を
修
め
て
卒
業
し

た
者
は
五
年
）
以

上 

○ 

○ 
 

 
 

線
路
設
備
に
卒
業

後
五
年
（
土
木
工

学
に
関
す
る
学
科

を
修
め
て
卒
業
し

た
者
は
七
年
）
以

上
（
指
導
監
督
的

実
務
経
験
一
年
以

上
を
含
む
。
） 

○ 

○ 
 

○ 
 

 



 

7頁 

 
 

 

学
校
教
育
法
に

よ
る
短
期
大
学

（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
を
含

む
。
）
若
し
く

は
高
等
専
門
学

校
、
旧
専
門
学

校
令
に
よ
る
専

門
学
校
又
は
こ

れ
ら
と
同
等
以

上
と
認
め
ら
れ

る
教
育
施
設
に

お
い
て
電
気
通

信
工
学
（
土
木

工
学
を
含
む
。

）
に
関
す
る
学

科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
（
同

法
に
よ
る
専
門

職
大
学
の
前
期

課
程
に
あ
つ
て

は
、
修
了
し
た

者
） 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
二
年
（
土

木
工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
は
四
年

）
以
上 

      

○ 
 

 
 

線
路
設
備
に
卒
業

後
八
年
（
土
木
工

学
に
関
す
る
学
科

を
修
め
て
卒
業
し

た
者
は
十
一
年
）

以
上
（
指
導
監
督

的
実
務
経
験
一
年

以
上
を
含
む
。
） 

 

○ 
 

○ 
 

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
、
旧

中
等
学
校
令
に

よ
る
中
等
学
校

又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
教
育

施
設
を
卒
業
し

た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
四
年
以
上 

  

○ 
 

 
 

線
路
設
備
に
卒
業

後
十
六
年
以
上
（

指
導
監
督
的
実
務

経
験
一
年
以
上
を

含
む
。
） 

○ 
 

○ 
 

 

 

学
校
教
育
法
に

よ
る
短
期
大
学

（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
を
含

む
。
）
若
し
く

は
高
等
専
門
学

校
、
旧
専
門
学

校
令
に
よ
る
専

門
学
校
又
は
こ

れ
ら
と
同
等
以

上
と
認
め
ら
れ

る
教
育
施
設
に

お
い
て
電
気
通

信
工
学
（
土
木

工
学
を
含
む
。

）
に
関
す
る
学

科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
（
同

法
に
よ
る
専
門

職
大
学
の
前
期

課
程
に
あ
つ
て

は
、
修
了
し
た

者
） 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
二
年
（
土

木
工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
は
四
年

）
以
上 

○ 
 

 
 

 

線
路
設
備
に
卒
業

後
五
年
（
土
木
工

学
に
関
す
る
学
科

を
修
め
て
卒
業
し

た
者
は
八
年
）
以

上 

○ 

○ 
 

 
 

線
路
設
備
に
卒
業

後
八
年
（
土
木
工

学
に
関
す
る
学
科

を
修
め
て
卒
業
し

た
者
は
十
一
年
）

以
上
（
指
導
監
督

的
実
務
経
験
一
年

以
上
を
含
む
。
） 

○ 

○ 
 

○ 
 

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
、
旧

中
等
学
校
令
に

よ
る
中
等
学
校

又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
教
育

施
設
を
卒
業
し

た
者 

電
気
通
信
設
備
に

卒
業
後
四
年
以
上 

○ 
 

 
 

 

線
路
設
備
に
卒
業

後
十
年
以
上 

○ 

○ 
 

 
 

線
路
設
備
に
卒
業

後
十
六
年
以
上
（

指
導
監
督
的
実
務

経
験
一
年
以
上
を

含
む
。
） 

○ 

○ 
 

○ 
 

 

［
注 

略
］ 
［
注 

同
上
］ 



 

8頁 

別
表

第
七

号
様

式
（

第
1
6条

関
係

）
 

別
表

第
七

号
様

式
（

第
1
6条

関
係

）
 

 
 

 
 

（申請書） 

電 気 通 信 主 任 技 術 者 試 験 申 請 書 

年  月  日 

 

総務大臣   殿 

 郵便番号   －     

 住所                             

                                

        （方）電話（連絡先）              

  （フ リ ガ ナ）                  

 氏名                        

 生年月日      年  月  日   

 

電気通信主任技術者試験を受けたいので、電気通信主任技術者規則第 16条の規定により、（別添書類を

添えて）申請します。 

 

試験科目 
受験・免除 

の別 

免許を希望する試験に関する事項 

※ 

根 拠 施行年月 受験番号 その他 

電気通信システム 受験・免除      

伝送交換設備若しくは

線路設備及び設備管理 
受験・免除      

法規 受験・免除      

現に有する資格 

資 格 資格者証又は免許証の番号 
資格者証の交付又は免許の

年月日 

   

備   考  ※ ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （受験整理票） 

 

（通知票） 

※ 受 験 番 号 

 

 

電気通信主任技術者 

試験結果通知書 

 

あなたの電気通信主任技術者試験の結果は次のと

おりですから、通知します。 

 

資  格  

施 行 年 月  

 

※  

※合格年月日  

 

 

 

 

 

年  月  日 

（受験票） 

電気通信主任技術者試験受験票 

 

受験する資格 
 

受 験 番 号 ※ 

氏 名 
 

※受験科目、試験日時及び試験場 

 

収入印紙 

３枚以上の収入印紙を貼

るときは、そのうち２枚を

この欄に、他を裏面の収入

印紙の欄に貼ること。 

申請者は

消印しな

いこと。 

写真欄 

写真の裏の全面にの

りを付けて貼ること 

受 験 す

る 資 格 

受 験 

番 号 

希 望 

受 験 地 

 

※ 

 

109 

148 

91 91 182 

（数字の単位は、ミリメートル） 

（表面） 



 

9頁 

 
 

［
裏

面
略

］
 

［
注

１
 

略
］

 

［
削

る
］

 

   

２
 

［
略

］
 

３
 

［
略

］
 

４
 

［
略

］
 

５
 

受
験

整
理

票
に

貼
る

写
真

は
、

申
請

前
６

月
以

内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

、
無

背
景

の

縦
3
0ミ

リ
メ

ー
ト

ル
、

横
24

ミ
リ

メ
ー
ト

ル
の

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

［
裏

面
同

左
］

 

［
注

１
 

同
左

］
 

２
 

選
択

の
欄

は
、

受
験

し
よ

う
と

す
る

専
門

的
能

力
の

種
別

に
対

応
す

る
記

号
（

次
に

示
す

。
）

を
記

入

す
る

こ
と

。
 

伝
送

－
Ａ

、
無

線
－

Ｂ
、

交
換

－
Ｃ

、
デ

ー
タ

通
信

－
Ｄ

、
通

信
電

力
－

Ｅ
、

通
信

線
路

－
Ｆ

、
通

信

土
木

－
Ｇ

、
水

底
線
路

－
Ｈ
 

３
 

［
同

左
］

 

４
 

［
同

左
］
 

５
 

［
同

左
］
 

６
 

受
験

整
理

票
に

は
る

写
真

は
、

申
請

前
６

月
間

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

正
面

、
上

半
身

、
無

背
景

の

縦
３

０
ミ

リ
メ

ー
ト
ル

、
横

２
４

ミ
リ
メ

ー
ト

ル
の

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 



 

10頁 

 
 

別
表

第
八

号
様

式
（
第

1
6条

関
係

）
 

別
表

第
八

号
様

式
（

第
1
6条

関
係

）
 

長           辺 

経
 
歴

 
証

 
明

 
書

 

 

経
歴

事
項

 

事
業

所
名
 

実
務

経
験

期
間

 
指

導
監

督
的

実
務

経
験

期
間
 

実
務

経
験

の
 

内
容
 

年
 
月

 

日
か
ら
 

年
 
月
 

年
 

月
 

地
位

・
職

名

等
 

年
 
月

 

日
ま
で
 

日
間

 
日

間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 

 
上

記
の

と
お
り

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

氏
名

（
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
、

押
印

を
省

略
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

で
き

る
。

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

  
上

記
の

と
お
り

相
違

な
い

こ
と

を
証
明

し
ま

す
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

証
明
者

住
所
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

証
明
者

氏
名

（
名

称
及

び
代

表
者

氏
名

。
自

筆
で

記
入

 

し
た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

）
 

 
 

 
 

印
 

 
短

 
 

 
 

 
辺

 
 

 
 

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

 

［
注

１
～

３
 
略

］
 

 

長           辺 

経
 
歴

 
証

 
明

 
書
 

 

経
歴

事
項
 

事
業

所
名
 

実
務

経
験

期
間

 
指

導
監

督
的

実
務

経
験

期
間
 

実
務

経
験

の
 

内
容
 

年
 
月

 

日
か
ら
 

年
 
月
 

年
 
月
 

地
位
・

職
名

等
 

年
 
月

 

日
ま
で
 

日
間

 
日

間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 

 
上

記
の

と
お

り
相

違
あ
り

ま
せ

ん
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

平
成

 
 
年

 
 

月
 

 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

氏
名

（
自

筆
で

記
入

し
た

と
き
は

、
押

印
を

省
略
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

で
き

る
。

）
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

  
上

記
の

と
お

り
相

違
な
い

こ
と

を
証
明

し
ま

す
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

平
成

 
 
年

 
 

月
 

 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

証
明
者

住
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

証
明
者

氏
名

（
名

称
及

び
代

表
者

氏
名

。
自

筆
で

記
入

 

し
た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。
）

 
 

 
 

 
印
 

 
短

 
 

 
 

 
辺

 
 

 
 

（
日

本
産
業

規
格

Ａ
列

４
番

）
 

［
注

１
～

３
 

同
左
］

 
 



 

11頁 

 
 

別
表
第
十
号
（
第
二
十
七
条
第
六
号
関
係
） 

別
表
第
十
号
（
第
二
十
七
条
第
六
号
関
係
） 

養
成
課
程
の
種
別 

授

業

科

目 

授
業
時
間 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
養
成
課
程 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

三
百
時
間
以
上 

伝
送
交
換
設
備
及
び
設
備
管
理 

五
百
時
間
以
上 

［
略
］ 

［
略
］ 

線
路
主
任
技
術
者
養
成
課
程 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

三
百
時
間
以
上 

線
路
設
備
及
び
設
備
管
理 

五
百
時
間
以
上 

［
略
］ 

［
略
］ 

 

養
成
課
程
の
種
別 

授

業

科

目 

授
業
時
間 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
養
成
課
程 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

三
百
時
間
以
上 

専
門
的
能
力 

三
百
時
間
以
上 

［
同
上
］ 

三
百
時
間
以
上 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

線
路
主
任
技
術
者
養
成
課
程 

電
気
通
信
シ
ス
テ
ム 

三
百
時
間
以
上 

専
門
的
能
力 

三
百
時
間
以
上 

［
同
上
］ 

三
百
時
間
以
上 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

別
表
第
十
一
号
（
第
二
十
七
条
第
八
号
関
係
） 

別
表
第
十
一
号
（
第
二
十
七
条
第
八
号
関
係
） 

養
成
課
程
の
種
別 

担

当

科

目 

資

格

者

証

の

種

類 

伝
送
交
換
主
任
技

術
者
養
成
課
程 

［
略
］ 

［
略
］ 

伝
送
交
換
設
備
及
び
設
備
管
理 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者 

［
略
］ 

［
略
］ 

線
路
主
任
技
術
者

養
成
課
程 

［
略
］ 

［
略
］ 

線
路
設
備
及
び
設
備
管
理 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者 

［
略
］ 

［
略
］ 

 

養
成
課
程
の
種
別 

担

当

科

目 

資

格

者

証

の

種

類 

伝
送
交
換
主
任
技

術
者
養
成
課
程 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

専
門
的
能
力 

伝
送
交
換
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者 

伝
送
交
換
設
備
及
び
設
備
管

理 ［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

線
路
主
任
技
術
者

養
成
課
程 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

専
門
的
能
力 

線
路
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者 

線
路
設
備
及
び
設
備
管
理 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 



 

12頁 

別
表

第
十
二

号
様

式
（

第
39

条
関

係
）
 

別
表

第
十
二

号
様

式
（

第
39

条
関

係
）
 

 
 

 
 



 

13頁 

  
 

注
１

 
生

年
月

日
は
、

次
に

よ
り

記
載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

年
号

は
、
明

治
は

Ｍ
、

大
正

は
Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
、

令
和

は
Ｒ

と
記

入
す

る
こ

と
。
 

⑵
 

年
月

日
の

い
ず

れ
か

の
数

字
が

１
桁

の
場

合
は

、
当

該
１

桁
の

数
字

の
前

に
０

を
付

し
て

２
桁

に
し

て
記

入
す
る

こ
と

。
 

［
（

記
載

例
）
 

略
］
 

［
２

・
３

 
略
］
 

［
削

る
］

 

４
 

［
略

］
 

注
１
 

［
同

左
］

 

⑴
 

年
号

は
、

明
治

は
Ｍ
、

大
正

は
Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
と

記
入

す
る
こ

と
。

 

⑵
 

年
月

日
の

い
ず

れ
か

の
数

字
が

１
け

た
の

場
合

は
、

当
該

１
け

た
の

数
字

の
前

に
０

を
付

し
て

２
け

た
に

し
て

記
入

す
る
こ

と
。
 

 
［

（
記

載
例

）
 

同
左

］
 

［
２

・
３
 

同
左

］
 

４
 

専
門

的
能

力
の

種
別
の

欄
は

、
該
当

す
る

種
別

の
記

号
１

つ
を

○
で

囲
む
こ

と
。
 

５
 

［
同

左
］
 



 

14頁 

別
表

第
十
四

号
様

式
（

第
42

条
関

係
）
 

別
表

第
十
四

号
様

式
（

第
42

条
関

係
）
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第
二
表 

   

［
注

１
 

略
］

 

２
 

申
請

に
係
る

資
格

者
証

の
内

容
の
欄

は
、

次
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

。
 

［
⑴

・
⑵

 
略
］
 

⑶
 

生
年

月
日
は

、
次

に
よ

り
記

載
す
る

こ
と

。
 

イ
 

年
号
は

、
明

治
は

Ｍ
、

大
正

は
Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
、

令
和

は
Ｒ

と
記

入
す

る
こ

と
。
 

ロ
 

年
月

日
の

い
ず

れ
か

の
数

字
が

１
桁

の
場

合
は

、
当

該
１

桁
の

数
字

の
前

に
０

を
付

し
て

２
桁

に

し
て

記
入
す

る
こ

と
。

 

［
（

記
載
例

）
 

略
］
 

［
３

・
４

 
略
］
 

［
注

１
 

同
左

］
 

２
 

［
同

左
］

 

［
⑴

・
⑵
 

同
左

］
 

⑶
 

［
同

左
］

 

イ
 

年
号

は
、

明
治
は

Ｍ
、

大
正

は
Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
と

記
入

す
る
こ

と
。

 

ロ
 

年
月

日
の

い
ず

れ
か

の
数

字
が

１
け

た
の

場
合

は
、

当
該

１
け

た
の

数
字

の
前

に
０

を
付

し
て

２
け

た
に

し
て
記

入
す

る
こ

と
。
 

［
（

記
載
例

）
 

同
左

］
 

［
３

・
４
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
講
習
の
期
間
） 

（
講
習
の
期
間
） 

第
四
十
三
条
の
三 

［
略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
当
該
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
合
理
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
四
十
三
条
の
三 

［
同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

16頁 

（
工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は

、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分

が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

17頁 

 
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
資
格
者
証
の
種
類
及
び
工
事
の
範
囲
） 

（
資
格
者
証
の
種
類
及
び
工
事
の
範
囲
） 

第
四
条 
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
の
種

類
及
び
工
事
担
任
者
が
行
い
、
又
は
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
設
備
等
の
接
続
に
係
る
工
事
の

範
囲
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
条 

［
同
上
］ 

資
格
者
証
の
種
類 

工
事
の
範
囲 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

ア
ナ
ロ
グ
伝
送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
端
末
設
備
等
を
接
続

す
る
た
め
の
工
事
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
端
末
設
備

等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事 

      

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

［
略
］ 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

デ
ジ
タ
ル
伝
送
路
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
入
出
力
と
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
端
末
設
備
等
を
接
続

す
る
た
め
の
工
事
。
た
だ
し
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
端

末
設
備
等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事
を
除
く
。 

      

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

［
略
］ 

総
合
通
信 

［
略
］ 

 

資
格
者
証
の
種
類 

工
事
の
範
囲 

Ａ
Ｉ
第
一
種 

ア
ナ
ロ
グ
伝
送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
端
末
設
備
等
を
接
続

す
る
た
め
の
工
事
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
端
末
設
備

等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事 

Ａ
Ｉ
第
二
種 

ア
ナ
ロ
グ
伝
送
路
設
備
に
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事

（
端
末
設
備
等
に
収
容
さ
れ
る
電
気
通
信
回
線
の
数
が
五
十
以
下

で
あ
つ
て
内
線
の
数
が
二
百
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事

（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
の
数
が
毎
秒
六
十
四
キ
ロ
ビ
ッ
ト
換

算
で
五
十
以
下
の
も
の
に
限
る
。
） 

Ａ
Ｉ
第
三
種 

［
同
上
］ 

Ｄ
Ｄ
第
一
種 

デ
ジ
タ
ル
伝
送
路
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
入
出
力
と
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
端
末
設
備
等
を
接
続

す
る
た
め
の
工
事
。
た
だ
し
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
端

末
設
備
等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事
を
除
く
。 

Ｄ
Ｄ
第
二
種 

デ
ジ
タ
ル
伝
送
路
設
備
に
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事

（
接
続
点
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
信
号
の
入
出
力
速
度
が
毎
秒
百
メ

ガ
ビ
ッ
ト
（
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
の
回

線
に
あ
つ
て
は
、
毎
秒
一
ギ
ガ
ビ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の
に
限
る
。

）
。
た
だ
し
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
端
末
設
備
等
を
接

続
す
る
た
め
の
工
事
を
除
く
。 

Ｄ
Ｄ
第
三
種 

［
同
上
］ 

Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種 

［
同
上
］ 
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（
試
験
科
目
） 

（
試
験
科
目
） 

第
七
条 

試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
者
証
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目

に
つ
い
て
行
う
。 

一 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術
及
び
施
工
管
理 

(4) 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
理
論 

(5) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
） 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命

令 

二 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
初
歩 

(2) 

電
気
通
信
の
初
歩 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
大
要 

三 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

第
七
条 

国
家
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
者
証
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
試
験

科
目
に
つ
い
て
行
う
。 

一 

Ａ
Ｉ
第
一
種 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
理
論 

(5) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
） 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命

令 

二 

Ａ
Ｉ
第
二
種 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
理
論 

(5) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律 

(4) 
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

三 

Ａ
Ｉ
第
三
種 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
初
歩 

(2) 

電
気
通
信
の
初
歩 
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(2) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術
及
び
施
工
管
理 

(4) 
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

四 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
初
歩 

(2) 

電
気
通
信
の
初
歩 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
大
要 

五 

総
合
通
信 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術
及
び
施
工
管
理 

(4) 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
理
論 

(5) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

(6) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
大
要 

四 

Ｄ
Ｄ
第
一
種 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

五 

Ｄ
Ｄ
第
二
種 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 
端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 
有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

六 

Ｄ
Ｄ
第
三
種 



 

20頁 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
初
歩 

(2) 

電
気
通
信
の
初
歩 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
大
要 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
大
要 

七 

Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種 

イ 

電
気
通
信
技
術
の
基
礎 

(1) 

電
気
工
学
（
電
気
回
路
、
電
子
回
路
、
論
理
回
路
）
の
基
礎 

(2) 

電
気
通
信
の
基
礎 

ロ 

端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論 

(1) 

端
末
設
備
の
技
術 

(2) 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
技
術 

(3) 

接
続
工
事
の
技
術 

(4) 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
理
論 

(5) 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術 

(6) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
技
術 

ハ 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る
法
規 

(1) 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(2) 

有
線
電
気
通
信
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

(3) 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律 

(4) 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令 

（
一
定
の
資
格
等
を
有
す
る
者
に
対
す
る
試
験
の
免
除
） 

（
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
試
験
の
免
除
） 

第
九
条 

［
略
］ 

２ 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
無
線
従
事
者
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
又
は
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
（

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
工
事
施
工

管
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
（
た
だ
し
、
二
級
の
第
一
次
検
定
に
必
要
な
試
験

に
の
み
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
が
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
別
表
第
三
号
の
区
別
に
従
つ
て

、
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。 

第
九
条 

［
同
上
］ 

２ 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

一
号
）
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
無
線
従
事
者
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
、
別
表
第
三
号
の
区
別
に
従
つ
て
、
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。 

 

（
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
） 

（
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
） 



 

21頁 

第
三
十
七
条 

［
略
］ 

２ 
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
は
、
試
験
に
合
格
し
た
日
、
養
成
課
程
を
修
了
し
た
日
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る

認
定
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
第
一
級
ア
ナ
ロ

グ
通
信
及
び
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

３ 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
の
資
格
者
証
に
関
し
、
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
、
試
験
に
合
格
し
、
養
成
課
程
を

修
了
し
、
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
資
格
者
証
に
関
し
、
資

格
者
証
の
交
付
を
受
け
、
試
験
に
合
格
し
、
養
成
課
程
を
修
了
し
、
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た

者
は
、
総
合
通
信
の
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
十
七
条 

［
同
上
］ 

２ 

資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
は
、
試
験
に
合
格
し
た
日
、
養
成
課
程
を
修
了
し
た
日
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る

認
定
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
Ａ
Ｉ
第
一
種
及

び
Ｄ
Ｄ
第
一
種
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

３ 

Ａ
Ｉ
第
一
種
の
資
格
者
証
に
関
し
、
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
、
試
験
に
合
格
し
、
養
成
課
程
を
修
了
し
、

又
は
第
四
章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
の
資
格
者
証
に
関
し
、
資
格
者
証
の
交
付
を
受

け
、
試
験
に
合
格
し
、
養
成
課
程
を
修
了
し
、
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
者
は
、
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ

総
合
種
の
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
試
験
員
の
要
件
） 

（
試
験
員
の
要
件
） 

第
四
十
五
条 

法
第
七
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。 

一 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
、
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
又
は
総
合
通
信
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ

つ
て
、
試
験
事
務
又
は
端
末
設
備
等
の
接
続
に
係
る
工
事
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又

は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
通
信
工
学
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
も
の 

三 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
通
信
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す

る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者 

四 

総
務
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者 

第
四
十
五
条 

［
同
上
］ 

 

一 

Ａ
Ｉ
第
一
種
工
事
担
任
者
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
工
事
担
任
者
又
は
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
工
事
担
任
者
で
あ
つ
て

、
試
験
事
務
又
は
端
末
設
備
等
の
接
続
に
係
る
工
事
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

［
新
設
］ 

   

［
新
設
］ 

 

二 

総
務
大
臣
が
前
号
に
掲
げ
る
者
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者 

別
表

第
一

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

８
条

関
係

）
 

別
表

第
一

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

８
条

関
係

）
 

 
 

 

   

免
 

除
 

す
 

る
 

試
 

験
 

科
 

目
  

 科
目

合
格

し
て

い
る

試
験

科
目

 

第
一

級
ア

ナ

ロ
グ

通
信

 

第
二

級
ア

ナ

ロ
グ

通
信

 

第
一

級
デ

ジ

タ
ル

通
信

 

第
二

級
デ

ジ

タ
ル

通
信

 
総

合
通

信
 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

 
 

   

免
 

除
 

す
 

る
 

試
 

験
 

科
 

目
  

 科
目

合
格

し
て

い
る

試
験

科
目

 

Ａ
Ｉ

 

第
一

種
 Ａ

Ｉ
 

第
二

種
 Ａ

Ｉ
 

第
三

種
 Ｄ

Ｄ
 

第
一

種
 Ｄ

Ｄ
 

第
二

種
 Ｄ

Ｄ
 

第
三

種
 Ａ

Ｉ
・

Ｄ

Ｄ
総

合
種

 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 



 

22頁 

第
ロ

 

一
グ

 

級
通

 

ア
信

 

ナ
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 

第
ロ

 

二
グ

 

級
通

 

ア
信

 

ナ
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

○
 
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

第
タ

 

一
ル

 

級
通

 

デ
信

 

ジ
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

 

第
タ

 

二
ル

 

級
通

 

デ
信

 

ジ
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

総
 

合
 

通
 

信
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 

 

Ａ
第

 

 
一

 

Ｉ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

Ａ
第

 

 
二

 

Ｉ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

Ａ
第

 

 
三

 

Ｉ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 
 

 
 

 
 

○
  

 
 

 
 

 
 

 
○

  
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
 

 
 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

Ｄ
第

 

 
一

 

Ｄ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

Ｄ
第

 

 
二

 

Ｄ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 
○

 
 

 
○

 
 

 
 

Ｄ
第

 

 
三

 

Ｄ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 
 

 
 

 
 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

Ａ
Ｄ

 

Ｉ
総

 

・
合

 

Ｄ
種

 電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

 
 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る

法
規

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 

 



 

23頁 

 
 

［
注

１
 

略
］

 

２
 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
及

び
第

一
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論

」
に

合
格

し
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
総

合
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

す
る

こ
と

と
し

、
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

及
び

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

」
に

合
格

し
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
総

合
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

」
を

免
除

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

者
が

別

表
第

四
号

の
規

定
に

よ
り

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
場

合
及

び
第

一
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る
者

が
別

表
第

四
号

の
規

定
に

よ
り

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

４
 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
又

は
電

気
通

信
主

任
技

術
者

規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（

令
和

 
 

年

総
務

省
令

第
 

 
 

号
）

附
則

第
３

条
第

1
7
項

の
規

定
に

よ
り

、
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

場
合

及
び

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
又

は
同

項
の

規
定

に
よ

り
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
る

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

５
 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
又

は
電

気
通

信
主

任
技

術
者

規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（

令
和

 
 

年

総
務

省
令

第
 

 
 

号
）

附
則

第
３

条
第

1
7
項

の
規

定
に

よ
り

、
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
Ａ

Ｉ
第

一
種

若
し

く
は

ア
ナ

ロ
グ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
第

一
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
及

び
第

一
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

、
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
Ｄ

Ｄ
第

一
種

若
し

く
は

デ
ジ

タ
ル

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

［
注

１
 

同
左

］
 

２
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
及

び
Ｄ

Ｄ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る

者
に

つ
い

て
は

、
Ａ

Ｉ
・

Ｄ
Ｄ

総
合

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

す
る

こ
と

と
し

、
Ａ

Ｉ
第

一
種

及
び

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

」
に

合
格

し
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
Ａ

Ｉ
・

Ｄ
Ｄ

総
合

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

」
を

免
除

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

者
が

別
表

第
四

号

の
規

定
に

よ
り

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
場

合
及

び
Ｄ

Ｄ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る
者

が
別

表
第

四
号

の
規

定
に

よ
り

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

４
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
Ｄ

Ｄ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

場
合

及
び

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

   

５
 

ア
ナ

ロ
グ

第
一

種
又

は
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

「
端

末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
及

び
デ

ジ
タ

ル
第

一
種

又
は

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 



 

24頁 

別
表

第
二

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

９
条

関
係

）
 

別
表

第
二

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

９
条

関
係

）
 

交
付

を
受

け
て

い
る

資
格

者

証
の

種
類

 
受

験
す

る
種

別
 

免
除

す
る

試
験

科
目

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

○
 

 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

○
 

〇
 

総
合

通
信

 

○
 

 

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

○
 

〇
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

        

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

○
 

 

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

○
 

〇
 

総
合

通
信

 

○
 

 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

〇
 

〇
 

［
注

 
略

］
 

交
付

を
受

け
て

い
る

資
格

者

証
の

種
類

 
受

験
す

る
種

別
 

免
除

す
る

試
験

科
目

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

 

Ａ
Ｉ

第
一

種
 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
 

〇
 

 

Ｄ
Ｄ

第
二

種
 

〇
 

 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
 

〇
 

〇
 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

 
〇

 
 

Ａ
Ｉ

第
二

種
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
 

〇
 

 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
 

〇
 

 

Ｄ
Ｄ

第
二

種
 

〇
 

 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
 

〇
 

〇
 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

 
〇

 
 

Ａ
Ｉ

第
三

種
 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
 

〇
 

〇
 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
 

〇
 

 

Ａ
Ｉ

第
二

種
 

〇
 

 

Ａ
Ｉ

第
三

種
 

〇
 

〇
 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

 
〇

 
 

Ｄ
Ｄ

第
二

種
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
 

〇
 

 

Ａ
Ｉ

第
二

種
 

〇
 

 

Ａ
Ｉ

第
三

種
 

〇
 

〇
 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
 

〇
 

 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

 
〇

 
 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
 

Ａ
Ｉ

第
三

種
 

〇
 

〇
 

［
注

 
同

左
］

 

別
表

第
三

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

９
条

関
係

）
 

別
表

第
三

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

９
条

関
係

）
 

区
別
 

免
除

す
る

試
験

科
目
 

受験する者が有する資格等 

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

無
線

従
事

者
資

格
 

第
一

級
総

合
無

線
通

信
士

 
第

二
級

総
合

無
線

通
信

士
 

第
一

級
海

上
無

線
通

信
士

 

第
二

級
海

上
無

線
通

信
士

 
第

一
級

陸
上

無
線

技
術

士
 

第
二

級
陸

上
無

線
技

術
士

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

第
三

級
総

合
無

線
通

信
士

 
電

気
通

信
技

術
の

基
礎

 
（

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
又

は
第

二
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

の
試

験
を

受
験

す
る

場
合

に
限

る
。

）
 

区
別
 

免
除

す
る

試
験

科
目
 

受験する者が有する資格 
電

気
通

信
主

任
技

術
者

資
格

 
電

気
通

信
技

術
の

基
礎
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

無
線

従
事

者
資

格
 

第
一

級
総

合
無

線
通

信
士

 
第

二
級

総
合

無
線

通
信

士
 

第
一

級
海

上
無

線
通

信
士

 

第
二

級
海

上
無

線
通

信
士

 
第

一
級

陸
上

無
線

技
術

士
 

第
二

級
陸

上
無

線
技

術
士

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

第
三

級
総

合
無

線
通

信
士

 
電

気
通

信
技

術
の

基
礎
 

（
Ａ

Ｉ
第

三
種

又
は

Ｄ
Ｄ

第
三

種
の

試
験

を
受

験
す

る
場

合
に

限
る

。
）

 
 



 

25頁 

 
 

建
設

業
法

第
2
7

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

技
術

検
定

の
う

ち
検

定
種

目
を

電
気

通
信

工
事

施
工

管

理
と

す
る

も
の

に
合

格
し

た
者

（
た

だ
し

、
二

級
の

第
一

次
検

定
に

必
要

な
試

験
に

の
み

合
格

し
た

者
を

除
く

。
）

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 別
表

第
四

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

1
0
条

関
係

）
 

別
表

第
四

号
 

免
除

す
る

試
験

科
目

（
第

1
0
条

関
係

）
 

受
験

す
る

 
種

別
 

実
務

経
歴
 

免
除

す
る

試
験

科
目

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び

理
論

 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

２
年

以
上

 
○

 
 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

１
年

以
上

 
（

注
１

）
○

 
 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
5
1

以
上

の
も

の
に

限

る
。

）
又

は
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
の

数
が

毎
秒

6
4
キ

ロ
ビ

ッ
ト

換
算

で
5
1
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
に

３
年

以
上

（
注

２
）

 

○
 

○
 

第
二

級
ア

ナ

ロ
グ

通
信

 

［
略

］
 

○
 

 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
又

は
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

に
２

年
以

上
 

○
 

○
 

 

受
験

す
る

 
種

別
 

実
務

経
歴
 

免
除

す
る

試
験

科
目

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び

理
論

 

Ａ
Ｉ

第
一

種
 
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

に
２

年
以

上
 

○
 

 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

１
年

以
上

 
（

注
１

）
○

 
 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
5
1

以
上

の
も

の
に

限

る
。

）
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
の

数
が

毎
秒

6
4
キ

ロ
ビ

ッ
ト

換
算

で
5
1
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
に

３
年

以
上

 

○
 

○
 

Ａ
Ｉ

第
二

種
 
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

に
２

年
以

上
 

○
 

 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

１
年

以
上

 
（

注
１

）
○

 
 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
２

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

の
数

が
基

本
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

で
２

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

に
３

年
以

上
 

○
 

○
 

Ａ
Ｉ

第
三

種
 
［

同
左

］
 

○
 

 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

に
２

年
以

上
 

○
 

○
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第
一

級
デ

ジ

タ
ル

通
信

 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

２
年

以
上

 
○

 
 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

１
年

以
上

 
（

注
１

）
○

 
 

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号
の

入
出

力
速

度
が

毎
秒

1
0
0
メ

ガ
ビ

ッ
ト

（
主

と
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
す

る
た

め
の

回
線

に
あ

つ
て

は
、

毎
秒

１
ギ

ガ

ビ
ッ

ト
）

を
超

え
る

も
の

に
限

る
。

）
に

３
年

以
上

（
注

３
）

 

○
 

○
 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

［
略

］
 

○
 

 

［
略

］
 

○
 

○
 

総
合

通
信

 
［

略
］

 
○

 
 

［
略

］
 

（
注

１
）

○
 

 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
5
1
以

上
の

も
の

に
限

る

。
）

又
は

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

の
数

が
毎

秒
6
4
キ

ロ
ビ

ッ
ト

換
算

で
5
1
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号
の

入
出

力
速

度
が

毎
秒

1
0
0
メ

ガ
ビ

ッ
ト

（
主

と
し

て
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

接
続

す
る

た
め

の
回

線
に

あ
つ

て
は

、
毎

秒
１

ギ
ガ

ビ
ッ

ト
）

を
超

え
る

も
の

に
限

る
。

）
に

そ
れ

ぞ
れ

３
年

以
上

（
注

４
）

 

○
 

○
 

 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
 
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

に
２

年
以

上
 

○
 

 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

１
年

以
上

 
（

注
１

）
○

 
 

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号
の

入
出

力
速

度
が

毎
秒

1
0
0
メ

ガ
ビ

ッ
ト

（
主

と
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
す

る
た

め
の

回
線

に
あ

つ
て

は
、

毎
秒

１
ギ

ガ

ビ
ッ

ト
）

を
超

え
る

も
の

に
限

る
。

）
に

３
年

以
上

 

○
 

○
 

Ｄ
Ｄ

第
二

種
 
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

に
２

年
以

上
 

○
 

 

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
に

１
年

以
上

 
（

注
１

）
○

 
 

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号
の

入
出

力
速

度
が

毎
秒

１
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

以
下

の
主

と
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
す

る
た

め
の

回
線

に
係

る
も

の
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
よ

り
信

号
を

伝
送

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

３
年

以
上

 

○
 

○
 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
 
［

同
左

］
 

○
 

 

［
同

左
］

 
○

 
○

 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ

総
合

種
 

［
同

左
］

 
○

 
 

［
同

左
］

 
（

注
１

）
○

 
 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
5
1
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
の

数

が
毎

秒
6
4
キ

ロ
ビ

ッ
ト

換
算

で
5
1
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号
の

入
出

力
速

度
が

毎
秒

1
0
0
メ

ガ
ビ

ッ
ト

（
主

と
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
す

る
た

め
の

回
線

に
あ

つ
て

は
、

毎
秒

１
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

）
を

超
え

る
も

の
に

限
る

。
）

に
そ

れ

ぞ
れ

３
年

以
上

 

○
 

○
 

 

注
１

 
第

二
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

、
第

二
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

又
は

電
気

通
信

主
任

技
術

者
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（
令

和
 

 
年

総
務

省
令

第
 

 
 

号
）

附
則

第
３

条
第

1
7
項

の
規

定
に

よ
り

、
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
Ａ

Ｉ
第

三
種

、
Ｄ

Ｄ
第

三
種

、
ア

ナ
ロ

グ
第

三
種

若
し

く
は

デ
ジ

タ
ル

第
三

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

に
限

る
こ

と
と

し
、

当
該

資
格

者
証

の
交

付
後

の
実

務
経

歴
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
２

以
上

の

も
の

に
限

る
。

）
又

は
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
端

末
設

備
等

を
接

続
す

る
た

め
の

工
事

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
の

数
が

基
本

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
で

２
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
の

実
務

経
歴

の
期

間
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
期

間
は

、
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

の
「

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
」

及
び

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
の

試
験

科
目

が
免

除
さ

れ
る

に
要

す
る

実
務

経
歴

の
期

間
に

通
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号

の
入

出
力

速
度

が
毎

秒
１

ギ
ガ

ビ
ッ

ト
以

下
の

主
と

し
て

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

接
続

す
る

た
め

の
回

線
に

注
１

 
Ａ

Ｉ
第

三
種

、
Ｄ

Ｄ
第

三
種

、
ア

ナ
ロ

グ
第

三
種

又
は

デ
ジ

タ
ル

第
三

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

に
限

る
こ

と
と

し
、

当
該

資
格

者
証

の
交

付
後

の
実

務
経

歴
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

   

［
新

設
］

 

     

［
新

設
］
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係
る

も
の

又
は

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
に

よ
り

信
号

を
伝

送
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の
実

務
経

歴
の

期
間

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

期
間

は
、

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

「
電

気
通

信
技

術
の

基
礎

」
及

び
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

の
試

験
科

目
が

免
除

さ
れ

る
に

要
す

る
実

務
経

歴
の

期
間

に
通

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

ア
ナ

ロ
グ

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

電
気

通
信

回
線

の
数

が
２

以
上

の

も
の

に
限

る
。

）
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

の
数

が
基

本
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

で
２

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

又
は

デ
ジ

タ
ル

伝
送

路
設

備
に

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

た
め

の
工

事
（

接
続

点
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
信

号
の

入
出

力
速

度
が

毎
秒

１
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

以
下

の
主

と
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
す

る
た

め
の

回
線

に
係

る
も

の
又

は
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

に
よ

り
信

号
を

伝
送

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

実
務

経
歴

の
期

間
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
期

間
は

、
総

合
通

信
の

「
電

気
通

信
技

術
の

基
礎

」
及

び
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

の
試

験
科

目
が

免
除

さ
れ

る
に

要
す

る
実

務
経

歴
の

期
間

に
通

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

５
 

免
除

す
る

試
験

科
目

は
、

〇
印

を
付

し
た

も
の

と
す

る
。

 

６
 

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
の

試
験

科
目

が
免

除
さ

れ
る

に
要

す
る

実
務

経
歴

の
期

間
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

２
分

の
１

の
期

間
と

す
る

。
 

７
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
者

が
第

一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
又

は
電

気
通

信
主

任
技

術
者

規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（

令
和

 
 

年
総

務
省

令
第

 
 

 
号

）
附

則
第

３
条

第
17

項
の

規
定

に
よ

り
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
る

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
及

び
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
さ

れ
る

者
が

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
又

は
同

項
の

規
定

に
よ

り
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
る

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

    

［
新

設
］

 

       ２
 

［
同

左
］

 

３
 

［
同

左
］

 

  

４
 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
者

が
Ａ

Ｉ
第

一
種

の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
及

び
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
さ

れ
る

者
が

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
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別
表

第
五

号
 

申
請

書
の

様
式

（
第

1
4
条

関
係

）
 

別
表

第
五

号
 

申
請

書
の

様
式

（
第

1
4
条

関
係

）
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［
裏

面
略

］
 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

３
 

免
除

を
希

望
す

る
試

験
に

関
す

る
事

項
の

欄
は

、
受

験
・

免
除

の
別

の
欄

で
「

免
除

」
の

文
字

を
○

で

囲
ん

だ
試

験
科

目
に

つ
い

て
、

次
の

表
の

１
の

欄
の

区
別

に
従

い
、

同
表

の
３

の
欄

に
掲

げ
る

事
項

又
は

同
表

の
２

の
欄

若
し

く
は

４
の

欄
の

【
 

】
内

の
文

字
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

１
 

区
 

 
別

 
２

 
根

拠
の

欄
の
 

記
入

事
項
 

３
 
施

行
年

月
の

欄
及

び
受

験
番

号
の

欄

の
記

入
事

項
 

４
 

そ
の

他
の

欄
の
 

記
入

事
項
 

工
事

担
任

者
規

則
第

８
条

又
は

附
則

第

４
項

の
規

定
に

よ
り

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

（
科

目
合

格
者

に
対

す
る

免
除

）
 

【
科
目
合
格
】
 

合
格

点
を

得
た

試
験

科
目

の
試

験
の

施
行

年
月

及
び

受
験

番
号

 

 

工
事

担
任

者
規

則
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

免
除

を
受

け
よ

う

と
す

る
場

合
（

一
定

の
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

免
除

）
 

【
資
格
等
】
 

 

【
下

記
現

有
資

格
等

】
 建

設
業

法
第

2
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
技

術
検

定
の

う
ち

検
定

種
目

を
電

気
通

信
工

事
施

工
管

理
と

す
る

も
の

に
合

格
し

た
者

（
た

だ
し

、
二

級
の

第
一

次
検

定
に

必
要

な
試

験
に

の
み

合
格

し
た

者
を

除
く

。
）

は
、

 
【

下
記

現
有

資
格

等
、

別
添

合
格

証
明

書

の
写

し
】

 
 

［
裏

面
略

］
 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

３
 

［
同

左
］

 

  

１
 

区
 

 
別

 
２

 
根

拠
の

欄
の
 

記
入

事
項
 
３

 
施

行
年

月
の

欄
及

び
受

験
番

号
の

欄

の
記

入
事

項
 

４
 

そ
の

他
の

欄
の
 

記
入

事
項
 

第
８

条
又

は
附

則
第

４
項

の
規

定
に

よ

り
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
（

科
目

合
格

者
に

対
す

る
免

除
）

 

【
科
目
合
格
】
 

合
格

点
を

得
た

試
験

科
目

の
試

験
の

施
行

年
月

及
び

受
験

番
号

 

 

第
９

条
の

規
定

に
よ

り
免

除
を

受
け

よ

う
と

す
る

場
合

（
一

定
の

資
格

を
有

す
る

者
に

対
す

る
免

除
）

 

【
資
 
 
格
】
 

 
【

下
記

現
有

資
格

】
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工
事

担
任

者
規

則

第
1
0
条

の
規

定
に

よ
り

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

（
実

務

経
歴

を
有

す
る

者
に

対
す

る
免

除
）

 
【
実
務
経
歴
】
 

 

【
別

添
経

歴
証

明
書

】
 工

事
担

任
者

又
は

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
は

、
 

【
下

記
現

有
資

格
等

、
別

添
経

歴
証

明
書

】
 

工
事

担
任

者
規

則
第

1
1
条

の
規

定
に

よ
り

免
除

を
受

け
よ

う

と
す

る
場

合
（

認
定

学
校

等
に

お
け

る
認

定
に

係
る

教
育

課
程

修
了

者
に

対
す

る
免

除
）

 

【
認
定
学
校
】
 

 
【

下
記

学
校

等
、

別
添

修
了

証
明

書
】

 

４
 

現
に

有
す

る
資

格
等

の
欄

は
、

工
事

担
任

者
、

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い

る
者

、
無

線
従

事
者

若
し

く
は

建
設

業
法

第
2
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
技

術
検

定
の

う
ち

検
定

種
目

を

電
気

通
信

工
事

施
工

管
理

と
す

る
も

の
に

合
格

し
た

者
（

た
だ

し
、

二
級

の
第

一
次

検
定

に
必

要
な

試
験

に
の

み
合

格
し

た
者

を
除

く
。

）
が

工
事

担
任

者
規

則
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

試
験

科
目

の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
又

は
工

事
担

任
者

若
し

く
は

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

同
規

則
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

試
験

科
目

の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

限
り

、
当

該
資

格
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

５
 

建
設

業
法

第
2
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
技

術
検

定
の

う
ち

検
定

種
目

を
電

気
通

信
工

事
施

工
管

理
と

す
る

も
の

に
合

格
し

た
者

（
た

だ
し

、
二

級
の

第
一

次
検

定
に

必
要

な
試

験
に

の
み

合
格

し
た

者
を

除
く

。
）

が
工

事
担

任
者

規
則

第
９

条
の

規
定

に
よ

り
試

験
科

目
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

当
該

検
定

種
目

に
つ

い
て

、
同

法
第

2
7
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
交

付
さ

れ
た

合
格

証
明

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

６
 

学
歴

の
欄

は
、

認
定

学
校

等
に

お
け

る
認

定
に

係
る

教
育

課
程

修
了

者
が

工
事

担
任

者
規

則
第

1
1
条

の

規
定

に
よ

り
試

験
科

目
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

学
校

等
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

７
 

受
験

整
理

票
に

貼
る

写
真

は
、

申
請

前
６

月
以

内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

、
無

背
景

の

縦
3
0
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
、

横
2
4
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

第
1
0
条

の
規

定
に

よ
り

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

（
実

務
経

歴
を

有
す

る
者

に
対

す
る

免
除

）
 

【
実
務
経
歴
】
 

 

【
別

添
経

歴
証

明
書

】
 

工
事

担
任

者
又

は
電

気
通

信
主

任
技

術
者

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て

い
る

者
は

、
 

【
下

記
現

有
資

格
、

別
添

経

歴
証

明
書

】
 

第
1
1
条

の
規

定
に

よ
り

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

（
認

定
学

校
等

に
お

け
る

認
定

に
係

る
教

育
課

程
修

了
者

に
対

す
る

免
除

）
 

【
認
定
学
校
】
 

 
【

下
記

学
校

等
、

別
添

修
了

証
明

書
】

 

 

４
 

現
に

有
す

る
資

格
の

欄
は

、
工

事
担

任
者

、
電

気
通

信
主

任
技

術
者

資
格

者
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る

者
若

し
く

は
無

線
従

事
者

が
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

試
験

科
目

の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
又

は
工

事
担

任
者

若
し

く
は

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

第
１

０
条

の
規

定
に

よ
り

試
験

科
目

の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

限
り

、
当

該
資

格
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

   

［
新

設
］

 

    

５
 

学
歴

の
欄

は
、

認
定

学
校

等
に

お
け

る
認

定
に

係
る

教
育

課
程

修
了

者
が

第
１

１
条

の
規

定
に

よ
り

試

験
科

目
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

学
校

等
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

 

６
 

受
験

整
理

票
に

は
る

写
真

は
、

申
請

前
６

月
間

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

正
面

、
上

三
分

身
、

無
背

景

の
縦

３
０

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

、
横

２
４

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

の
も

の
で

あ
る

こ
と

。
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別
表

第
六

号
 

経
歴

証
明

書
の

様
式

（
第

1
4
条

関
係

）
 

別
表

第
六

号
 

経
歴

証
明

書
の

様
式

（
第

1
4
条

関
係

）
 

長        辺            

経
 

歴
 

証
 

明
 

書
 

 

経
 
歴

 

従
 

 
 

事
 

 
 

期
 

 
 

間
 

従
事

し
た

接
続

の
工

事
の

内

容
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
間

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

合
計

 
 

 

 
上

記
の

と
お

り
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
（

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

）
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

  
上

記
の

と
お

り
相

違
な

い
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

会
 

社
 

名
 

 
 

 
 

所
 

在
 

地
 

 
 

 
 

代
表

者
役

職
名

 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
（

代
表

者
が

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
、

押
印

を
省

略
で

き
る

。
）

 
㊞

 

 
短

 
 

 
 

 
 

 
 

 
辺

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

）
 

［
注

１
～

４
 

略
］

 
 

長         辺            

経
 

歴
 

証
 

明
 

書
 

 

経
 
歴

 

従
 

 
 

事
 

 
 

期
 

 
 

間
 

従
事

し
た

接
続

の
工

事
の

内

容
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
間

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

合
計

 
 

 

 
上

記
の

と
お

り
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
（

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

）
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

  
上

記
の

と
お

り
相

違
な

い
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

 

 
 

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

会
 

社
 

名
 

 
 

 
 

所
 

在
 

地
 

 
 

 
 

代
表

者
役

職
名

 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
（

代
表

者
が

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
、

押
印

を
省

略
で

き
る

。
）

 
㊞

 

 
短

 
 

 
 

 
 

 
 

 
辺

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

）
 

［
注

１
～

４
 

同
左

］
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別
表

第
六

号
の

二
 

修
了

証
明

書
の

様
式

（
第

1
4
条

関
係

）
 

別
表

第
六

号
の

二
 

修
了

証
明

書
の

様
式

（
第

1
4
条

関
係

）
 

長                    辺 

     

修
 

 
了

 
 

証
 

 
明

 
 

書
 

  

氏
 

名
 （

 
 

 
 

年
度

入
学

）
 

  

工
事

担
任

者
規

則
第

1
1
条

に
規

定
す

る
総

務
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

教
育

施
設

に
お

い
て

認
定

に
係

る

教
育

課
程

を
修

了
し

た
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

 

  

学
校

等
の

名
称

 

 

認
定

年
月

日
 

 

  

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  

学
校

長
（

学
校

長
が

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

）
 

    

 
短

 
 

 
 

 
 

辺
 

 
（

日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

）
 

 

長                    辺 

     

修
 

 
了

 
 

証
 

 
明

 
 

書
 

  

氏
 

名
 （

平
成

 
 

年
度

入
学

）
 

  

工
事

担
任

者
規

則
第

1
1
条

に
規

定
す

る
総

務
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

教
育

施
設

に
お

い
て

認
定

に
係

る

教
育

課
程

を
修

了
し

た
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

 

  

学
校

等
の

名
称

 

 

認
定

年
月

日
 

 

  

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  

学
校

長
（

学
校

長
が

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

）
 

    

 
短

 
 

 
 

 
 

辺
 

 
（

日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

）
 

 

印
 

印
 



 

33頁 

  
 

別
表

第
七

号
 

申
請

書
の

様
式

（
第

1
8
条

関
係

）
 

別
表

第
七

号
 

申
請

書
の

様
式

（
第

1
8
条

関
係

）
 

長                    辺 

 

学
 

校
 

等
 

認
 

定
 

申
 

請
 

書
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 

 

郵
便

番
号

 

 住
 

所
（

注
１

）
 

氏
 

名
（

注
２

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

電
話

番
号

 

  

次
の

と
お

り
認

定
を

受
け

た
い

の
で

、
工

事
担

任
者

規
則

第
1
8
条

の
規

定
に

よ
り

、
別

紙
書

類
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。
 

 

学
校

等
の

名
称

 

 

部
科

名
 

 

免
除

を
受

け
よ

う
と

す

る
試

験
科

目
 

１
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

（
第

二
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

及
び

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信

に
限

る
。

）
 

２
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 
 

 
短

 
 

 
 

 
辺

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

 

［
注

１
～

３
 

略
］

 
 

長                    辺 

 

学
 

校
 

等
 

認
 

定
 

申
 

請
 

書
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 

 

郵
便

番
号

 

 住
 

所
（

注
１

）
 

氏
 

名
（

注
２

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

電
話

番
号

 

  

次
の

と
お

り
認

定
を

受
け

た
い

の
で

、
工

事
担

任
者

規
則

第
1
8
条

の
規

定
に

よ
り

、
別

紙
書

類
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。
 

 

学
校

等
の

名
称

 

 

部
科

名
 

 

免
除

を
受

け
よ

う
と

す

る
試

験
科

目
 

１
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

（
Ａ

Ｉ
第

三
種

及
び

Ｄ
Ｄ

第
三

種
に

限
る

。
）

 

２
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

 
 

 
短

 
 

 
 

 
辺

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

 

［
注

１
～

３
 

同
左

］
 

 



 

34頁 

 
 

別
表

第
八

号
 

授
業

科
目

及
び

授
業

時
間

（
第

2
5
条

関
係

）
 

別
表

第
八

号
 

授
業

科
目

及
び

授
業

時
間

（
第

2
5
条

関
係

）
 

養
成

課
程

の
種

別
 

授
 

業
 

科
 

目
 

及
 

び
 

授
 

業
 

時
 

間
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び

理
論

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

授
業

時
間

の
合

計
 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

養
成

課
程

 

1
0
0
時

間
以

上
 2
0
0
時

間
以

上
 5
0
時

間
以

上
 
3
5
0
時

間
以

上
 

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

養
成

課
程

 
5
0
時

間
以

上
 
5
0
時

間
以

上
 
2
5
時

間
以

上
 
1
2
5
時

間
以

上
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

養
成

課
程

 
1
0
0
時

間
以

上
 1
5
0
時

間
以

上
 6
0
時

間
以

上
 
3
1
0
時

間
以

上
 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

養
成

課
程

 
5
0
時

間
以

上
 
7
5
時

間
以

上
 
2
5
時

間
以

上
 
1
5
0
時

間
以

上
 

総
合

通
信

の
養

成
課

程
 

1
0
0
時

間
以

上
 3
0
0
時

間
以

上
 6
5
時

間
以

上
 
4
6
5
時

間
以

上
 

 

養
成

課
程

の
種

別
 

授
 

業
 

科
 

目
 

及
 

び
 

授
 

業
 

時
 

間
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び

理
論

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

授
業

時
間

の
合

計
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

養
成

課

程
 

１
０

０
 

時
間

以
上

 

２
０

０
 

時
間

以
上

 

５
０

 

時
間

以
上

 

３
５

０
 

時
間

以
上

 

Ａ
Ｉ

第
二

種
の

養
成

課
程

 
１

０
０

 
時

間
以

上
 
１

０
０

 
時

間
以

上
 

４
０

 
時

間
以

上
 
２

４
０

 
時

間
以

上
 

Ａ
Ｉ

第
三

種
の

養
成

課
程

 
５

０
 

時
間

以
上

 
５

０
 

時
間

以
上

 
２

５
 

時
間

以
上

 
１

２
５

 
時

間
以

上
 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

養
成

課
程

 
１

０
０

 
時

間
以

上
 
１

５
０

 
時

間
以

上
 

６
０

 
時

間
以

上
 
３

１
０

 
時

間
以

上
 

Ｄ
Ｄ

第
二

種
の

養
成

課
程

 
１

０
０

 
時

間
以

上
 

９
０

 
時

間
以

上
 

４
５

 
時

間
以

上
 
２

３
５

 
時

間
以

上
 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
の

養
成

課

程
 

５
０

 

時
間

以
上

 

７
５

 

時
間

以
上

 

２
５

 

時
間

以
上

 

１
５

０
 

時
間

以
上

 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の

養
成

課
程

 

１
０

０
 

時
間

以
上

 

３
０

０
 

時
間

以
上

 

６
５

 

時
間

以
上

 

４
６

５
 

時
間

以
上

 

 



 

35頁 

別
表

第
九

号
 

講
師

が
有

す
べ

き
資

格
（

第
2
5
条

関
係

）
 

別
表

第
九

号
 

講
師

が
有

す
べ

き
資

格
（

第
2
5
条

関
係

）
 

養
成

課
程

 

の
種

別
 

担
当

す
る

授
業

科
目

 

講
師

が
有

す
べ

き
資

格
 

工
事

担
任

者
 

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

総
合

通
信

 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

○
 

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

 
○

 
○

 

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

○
 

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

○
 

○
 

○
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
○

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

 
○

 
○

 
○

 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
○

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

○
 

○
 

○
 

総
合

通
信

の
養

成
課

程
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

 
 

○
 

○
 

 

養
成

課
程

 

の
種

別
 

担
当

す
る

授
業

科
目

 

講
師

が
有

す
べ

き
資

格
 

工
事

担
任

者
 

電
気

通
信

主
任

技
術

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

Ａ
Ｉ

 

第
一

種
 Ａ

Ｉ
 

第
二

種
 Ｄ

Ｄ
 

第
一

種
 Ｄ

Ｄ
 

第
二

種
 Ａ

Ｉ
・

 

Ｄ
Ｄ

 

総
合

種
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

○
 

 
 

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

 
 

 
○

 
○

 

Ａ
Ｉ

第
二

種
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

○
 

○
 

 
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

○
 

 
 

○
 

○
 

Ａ
Ｉ

第
三

種
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

○
 

○
 

 
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
 

○
 

 
○

 
 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

 
 

○
 

 
○

 
○

 

Ｄ
Ｄ

第
二

種
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

Ｄ
Ｄ

第
三

種
の

養
成

課
程

 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の
養

成
課

程
 

電
気

通
信

技
術

の
基

礎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
 

 
 

 
 

○
 

 

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
 

 
 

 
 

○
 

○
 

 



 

36頁 

 
 

［
注

１
 

略
］

 

２
 

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

及
び

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法

規
」

の
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

又
は

電
気

通
信

主
任

技
術

者
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（
令

和
 

 
年

総
務

省
令

第
 

 
 

号
）

附
則

第
３

条
第

1
7
項

の
規

定
に

よ
り

、
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
Ａ

Ｉ
第

一
種

及
び

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
又

は
同

項
の

規
定

に
よ

り
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
る

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

を
有

す
る

者
も

担
当

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
 

［
注

１
 

同
左

］
 

２
 

Ａ
Ｉ

・
Ｄ

Ｄ
総

合
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

及
び

「
端

末
設

備
の

接
続

に

関
す

る
法

規
」

の
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
Ａ

Ｉ
第

一
種

及
び

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

資
格

を
有

す
る

者
も

担
当

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
 



 

37頁 

別
表

第
十

号
 

申
請

書
の

様
式

（
第

3
7
条

関
係

）
 

別
表

第
十

号
 

申
請

書
の

様
式

（
第

3
7
条

関
係

）
 

 
 



 

38頁 

 
 

注
１

 
生

年
月

日
は

、
次

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

年
号

は
、

明
治

は
Ｍ

、
大

正
は

Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
、

令
和

は
Ｒ

と
記

入
す

る
こ

と
。

 

［
⑵

 
略

］
 

［
２

・
３

 
略

］
 

４
 

既
取

得
資

格
の

欄
は

、
申

請
資

格
が

総
合

通
信

で
あ

る
場

合
に

限
り

、
既

に
取

得
し

て
い

る
資

格
者

証

の
番

号
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

［
５

 
略

］
 

注
１

 
［

同
左

］
 

⑴
 

年
号

は
、

明
治

は
Ｍ

、
大

正
は

Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
と

記
入

す
る

こ
と

。
 

［
⑵

 
同

左
］

 

［
２

・
３

 
同

左
］

 

４
 

既
取

得
資

格
の

欄
は

、
申

請
資

格
が

総
合

種
で

あ
る

場
合

に
限

り
、

既
に

取
得

し
て

い
る

資
格

者
証

の

番
号

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

［
５

 
同

左
］

 



 

39頁 

別
表

第
十

二
号

 
申

請
書

の
様

式
（

第
4
0
条

関
係

）
 

別
表

第
十

二
号

 
申

請
書

の
様

式
（

第
4
0
条

関
係

）
 

 
 

 
 



 

40頁 

 
 

［
注

１
 

略
］

 

２
 

申
請

に
係

る
資

格
者

証
の

内
容

の
欄

は
、

次
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

。
 

［
⑴

・
⑵

 
略

］
 

⑶
 

生
年

月
日

は
、

次
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

。
 

イ
 

年
号

は
、

明
治

は
Ｍ

、
大

正
は

Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
、

令
和

は
Ｒ

と
記

入
す

る
こ

と
。

 

［
ロ

 
略

］
 

［
３

・
４

 
略

］
 

［
注

１
 

同
左

］
 

２
 

申
請

書
に

係
る

資
格

者
証

の
内

容
の

欄
は

、
次

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

 

［
⑴

・
⑵

 
同

左
］

 

⑶
 

［
同

左
］

 

イ
 

年
号

は
、

明
治

は
Ｍ

、
大

正
は

Ｔ
、

昭
和

は
Ｓ

、
平

成
は

Ｈ
と

記
入

す
る

こ
と

。
 

［
ロ

 
同

左
］

 

［
３

・
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

41頁 

（
無
線
従
事
者
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
無
線
従
事
者
規
則
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
別
表
第
三
号
（
第
八
条
第
三
項
関
係
） 

別
表
第
三
号
（
第
八
条
第
三
項
関
係
） 

受
験
者
が
現
に
受
け
て
い
る
資
格

者
証
の
種
類 

受

験

す

る

資

格 

免

除

す

る

科

目 

［
略
］ 

工
事
担
任
者
（
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ

通
信
、
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
及

び
総
合
通
信
に
限
る
。
）
（
注
） 

［
略
］ 

［
略
］ 

 

受
験
者
が
現
に
受
け
て
い
る
資
格

者
証
の
種
類 

受

験

す

る

資

格 

免

除

す

る

科

目 

［
同
上
］ 

工
事
担
任
者
（
Ａ
Ｉ
第
一
種
、
Ａ

Ｉ
第
二
種
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
、
Ｄ
Ｄ

第
二
種
及
び
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種

に
限
る
。
）
（
注
） 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

注 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和 

 

年
総
務
省
令
第 

 
 

号
）
附
則

第
三
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
、
ア
ナ
ロ

グ
第
二
種
、
デ
ジ
タ
ル
第
一
種
、
デ
ジ
タ
ル
第
二
種
、
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
総
合
種
、
Ａ
Ｉ
第
一
種
、
Ａ

Ｉ
第
二
種
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
、
Ｄ
Ｄ
第
二
種
及
び
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
を
含
む
。 

注 

工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
七
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
、
ア
ナ
ロ
グ
第
二
種
、
デ

ジ
タ
ル
第
一
種
、
デ
ジ
タ
ル
第
二
種
及
び
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
総
合
種
を
含
む
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
に
限

る

。
）

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
の
免
除
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う

。
）

第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は

、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）

第
十
条
か

ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得
た
当
該
免
除
に
係
る
試
験
科

目
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
（

総
務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
特
別

の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
科
目
の
試
験
の
行
わ
れ
た

月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
）

に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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２ 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
養
成
課
程
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
養
成
課
程
に
つ
い
て
は
、
新
規

則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
養
成
課
程
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格

者
証
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

４ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
四
十
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者

と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
て
い
る
者
は
、
新
規
則
第
四
十
七
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

総
務
大
臣
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
て

い
る
者
と
み
な
す
。 

 

（
工
事
担
任
者
試
験
の
免
除
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
工
事
担
任
者
規
則
（
以
下
「
旧
工
担
規
則
」
と
い

う

。
）

第
五
条
に
規
定
す
る
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
あ
る
者
が
当
該
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌

月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
（
総
務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
工
事
担
任
者
試
験
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
の
行
わ
れ

た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
工
事
担
任
者
試
験
の
実
施
日

の
属
す
る
月
ま
で
）
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
工
事
担
任
者
規
則
（
以
下
「
新
工
担
規
則
」
と
い
う

。
）

第
五
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条
に
規
定
す
る
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
次
の
表
の
区
分
に
従
っ
て
、
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

免
除

す
る

試
験

科
目

 

               科
目

合
格

し
て

い
る

 

試
験

科
目

 

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

第
二

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
 

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

第
二

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
 

総
合

通
信

 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 

電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 
電気通信技術の基礎 

端末設備の接続のための技術及び理論 

端末設備の接続に関する法規 
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Ａ
第

 

Ｉ
一

 

 
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
〇

  
 

〇
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
〇

  
 

〇
  

 
 

 
 

〇
  

 
 

Ａ
第

 

Ｉ
二

 

 
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

〇
  

 
 

Ａ
第

 

Ｉ
三

 

 
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

〇
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Ｄ
第

 

Ｄ
一

 

 
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

  
 

〇
  

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
 

 
 

○
  

 
〇

  
 

〇
  

 
 

Ｄ
第

 

Ｄ
二

 

 
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

〇
  

 
 

Ｄ
第

 

Ｄ
三

 

 
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
 

 
 

〇
  

 
 

 
 

〇
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Ａ
Ｄ

 

Ｉ
総

 

・
合

 

Ｄ
種

 

電
気

通
信

技
術

の

基
礎

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及

び
理

論
 

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  

端
末

設
備

の
接

続

に
関

す
る

法
規

 
 

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

  
 

〇
  

 
〇

 

           

注
１

 
免

除
す

る
試

験
科

目
は

、
○

印
を

付
し

た
も

の
と

す
る

。
 

２
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
及

び
Ｄ

Ｄ
第

一
種

、
Ａ

Ｉ
第

一
種

及
び

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
又

は
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

及

び
Ｄ

Ｄ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る
者

に
つ

い
て

は
、

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

し
、

Ａ
Ｉ

第
一

種
及

び
Ｄ

Ｄ
第

一
種

、
Ａ

Ｉ
第

一
種

及
び

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
又

は
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

及
び

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

」
に

合
格

し
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
総

合
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

に
関

す
る

法
規

」
を

免
除

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
 

ア
ナ

ロ
グ

第
一

種
、

Ａ
Ｉ

第
一

種
若

し
く

は
第

一
級

ア
ナ

ロ
グ

通
信

の
工

事
担

任
者

資
格

者
証

の
交

付
を

受

け
て

い
る

者
が

、
Ｄ

Ｄ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
又

は
デ

ジ
タ

ル
第

一
種

、
Ｄ

Ｄ
第

一
種

若
し

く
は

第
一

級
デ

ジ
タ

ル
通

信
の

工
事

担
任

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

、
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
は

、
総

合
通

信
の

「
端
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２ 

総
務
大
臣
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

旧
工
担
規
則
第
七
条
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
七
条
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
試
験
に
お
い
て
合

格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
あ
る
者
は
、
旧
工
担
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
試
験
科
目
の
試
験
が
免
除
さ
れ
る

 
末

設
備

の
接

続
に

関
す

る
法

規
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

４
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

工
事

担
任

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

、
Ｄ

Ｄ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

場
合

又
は

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

工
事

担
任

者
資

格
者

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
が

、
Ａ

Ｉ
第

一
種

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

に
合

格
し

て
い

る
場

合
は

、
総

合
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

５
 

Ａ
Ｉ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

者
が

新
工

担
規

則
別

表

第
四

号
の

規
定

に
よ

り
第

一
級

デ
ジ

タ
ル

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
さ

れ
る

場
合

及
び

Ｄ
Ｄ

第
一

種
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
に

合
格

し
て

い
る

者
が

新
工

担
規

則
別

表
第

四
号

の
規

定
に

よ
り

第
一

級
ア

ナ
ロ

グ
通

信
の

「
端

末
設

備
の

接
続

の
た

め
の

技
術

及
び

理
論

」
を

免
除

さ
れ

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

総
合

通
信

の
「

端
末

設
備

の
接

続
の

た
め

の
技

術
及

び
理

論
」

を
免

除
す

る
こ

と
と

す
る

。
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期
間
に
お
い
て
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
試
験
科
目
の
試
験
が
免
除
さ
れ
た
Ａ
Ｉ
第
二
種
又
は
Ｄ
Ｄ
第
二
種
の
試
験
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
旧
工
担
規
則
第
七
条
第
二

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
試
験
科
目
の
試
験
が
免
除
さ
れ
た
Ａ
Ｉ
第
二
種

又
は
Ｄ
Ｄ
第
二
種
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
十
七
条
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
て
い
る
学
校
等
は
、
新
工
担
規
則
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

６ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
二
十
五
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
講
師
と
し
て
総
務
大
臣
が
適
当
と

認
め
て
い
る
者
は
、
そ
の
者
が
従
事
す
る
も
の
と
し
て
現
に
認
定
を
受
け
て
い
る
養
成
課
程
が
終
了
す
る
ま
で
の
間

に
限
り
、
当
該
養
成
課
程
の
授
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
養
成
課
程
で

あ
っ
て
、
そ
の
種
別
が
Ａ
Ｉ
第
二
種
及
び
Ｄ
Ｄ
第
二
種
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
工
担
規
則
第
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
し
、
当
該
養
成
課
程
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
認

定
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。 
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８ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
工
担
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
養
成
課
程
の
種

別
が
Ａ
Ｉ
第
一
種
の
も
の
は
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
と
、
Ａ
Ｉ
第
三
種
の
も
の
は
第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
と
、
Ｄ
Ｄ

第
一
種
の
も
の
は
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
と
、
Ｄ
Ｄ
第
三
種
の
も
の
は
第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
と
、
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総

合
種
の
も
の
は
総
合
通
信
と
す
る
。 

９ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
旧
工
担
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
養
成
課
程
（
Ａ

Ｉ
第
二
種
及
び
Ｄ
Ｄ
第
二
種
の
養
成
課
程
に
限
る

。
）

を
修
了
し
た
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
を
修
了
し
た
日
か
ら
三

月
以
内
に
限
り
、
旧
工
担
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
申
請
に
際
し
て
は
、
新
工
担
規
則
別
表
第
十
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず

、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

10

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
て
試
験
に
合
格
し
た
者
か
ら
新
工
担
規

則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
合
格
し
た
試
験

の
種
類
に
応
じ
た
種
類
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

11

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
旧
工
担
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
申
請
に
際
し
て
は
、
新

工
担
規
則
別
表
第
十
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 
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12

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
並
び
に
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
養
成
課

程
を
修
了
し
た
者
か
ら
、
旧
工
担
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
種
類
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

13

新
工
担
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
」
は
「
Ａ
Ｉ
第
一
種
」
を
、
「
第
一

級
デ
ジ
タ
ル
通
信
」
は
「
Ｄ
Ｄ
第
一
種
」
を
含
む
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
新
工
担
規
則
第
四
十
五
条
第
一
号
及
び
別

表
第
九
号
中
講
師
が
有
す
べ
き
資
格
欄
中
「
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
」
は
「
Ａ
Ｉ
第
一
種
」
を
、
「
第
一
級
デ
ジ
タ

ル
通
信
」
は
「
Ｄ
Ｄ
第
一
種
」
を
、
「
総
合
通
信
」
は
「
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
」
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

14

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
三
十
七
条
各
項
に
基
づ
き
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
（

Ａ
Ｉ
第
二
種
及
び
Ｄ
Ｄ
第
二
種
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
を
除
く

。
）

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
は

、
試
験
に
合
格
し
た
日
、
養
成
課
程
を
修
了
し
た
日
又
は
旧
工
担
規
則
第
四
章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
日
か
ら

三
月
以
内
に
限
り
、
新
工
担
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

15

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
種
類
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。 
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16

旧
工
担
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
旧
資
格
者

」
と
い
う

。
）

が
新
工
担
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
、
次
の
表
の

区
別
に
従
っ
て
、
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

交

付

を

受

け

て

い

る

工

事

担

任

者

資

格

者

証

の

種

類 

受
験
す
る
種
類 

免
除
す
る
試
験
科
目 

電

気

通

信

技

術

の

基

礎 

端
末
設
備
の
接
続
に
関
す
る

法
規 

Ａ

Ｉ

第

一

種 
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

 
第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 

○
 

（
注
２
）
○ 

Ａ

Ｉ

第

二

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 

○
 

 

Ａ

Ｉ

第

三

種 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

Ｄ

Ｄ

第

一

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
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第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 
○

 

（
注
３
）
○ 

Ｄ

Ｄ

第

二

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

 

総
合
通
信 

○
 

 

Ｄ

Ｄ

第

三

種 
第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

ア

ナ

ロ

グ

第

一

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 

○
 

（
注
４
）
○ 

ア

ナ

ロ

グ

第

二

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
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第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 
○

 
 

ア

ナ

ロ

グ

第

三

種 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

デ

ジ

タ

ル

第

一

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 
第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 

○
 

（
注
５
）
○ 

デ

ジ

タ

ル

第

二

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 

○
 

 

デ

ジ

タ

ル

第

三

種 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 
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第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 
ア

ナ

ロ

グ

・

デ

ジ

タ

ル

総

合

種 

第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 
○

 

○ 

第
二
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信 

○
 

○ 

第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信 

○
 

○ 

総
合
通
信 

○
 

○ 

注
１ 

免
除
す
る
試
験
科
目
は
、
○
印
を
付
し
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

デ
ジ
タ
ル
第
一
種
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。 

３ 

ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。 

４ 

デ
ジ
タ
ル
第
一
種
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
又
は
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
限

る
。 

５ 

ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
、
Ａ
Ｉ
第
一
種
又
は
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
限

る
。 

17

旧
工
担
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
工
事
担
任
者
資
格
者
証
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
資
格
者
が
行
い
、
又
は
監
督
す
る

こ
と
が
で
き
る
端
末
設
備
等
の
接
続
に
係
る
工
事
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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18

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
工
担
規
則
第
四
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
同
条
第
一
号
に
掲
げ

る
者
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め
て
い
る
者
は
、
新
工
担
規
則
第
四
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
総
務
大
臣
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
め

て
い
る
者
と
み
な
す
。 

19

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
が
行

う
試
験
事
務
の
区
分
が
Ａ
Ｉ
第
一
種
の
も
の
は
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
と
、
Ａ
Ｉ
第
三
種
の
も
の
は
第
二
級
ア
ナ
ロ

グ
通
信
と
、
Ｄ
Ｄ
第
一
種
の
も
の
は
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
と
、
Ｄ
Ｄ
第
三
種
の
も
の
は
第
二
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
と

、
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
の
も
の
は
総
合
通
信
と
す
る
。 


